
新丼 高雄 議員
健康被害を拡大 しないための対策が必要

・・・・・・・・・・・・・・・。13P

田中 義幸 議員
窓口業務民営化での トラブル対応はどうする

。・・・・・・・・・13P

中村 春夫 議員
県の責任をどう考える

・・・・・・・・・・・・・・・・14P

今回の一般質問は、平成29年5月 28日 に発生しました、産業廃棄物中間処理施設火災という緊急事態

であり、執行部は消火活動を最優先する体制でした。(平成29年6月 23日鎮火)

議会としては、6月定例会で質さなければならない事項のみ一般質問を行うことで協力しました。
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驚‖健康被害を拡大しないための
対策が必要

饉l対策は検討する。県と事業者

にも要望をする

健
康
被
害
対
策
に
つ
い
て

鵞

　
さ
る
５
月
２８
日
、
発

生
し
た
産
廃
場
火
災
事
故

は
い
ま
な
お
、
お
さ
ま

っ

て
い
な
い
状
況
に
あ
る
。

こ
の
火
災
事
故
と
直
接
因

果
関
係

の
あ
る
な
し
は
別

と
し
て
、
市
が
発
表
し
た

体
調
不
良
者
は
、
６
月
１３

日
現
在
、
３
３
２
人
に
の

ぼ

っ
て
い
る
。

今
後
、
健
康
被
害
を
拡

大
し
な
い
た
め
の
対
策
が

必
要
で
あ
り
、
子
ど
も
た

ち
を
中
心
に
せ
め
て
こ
の

半
年
間
、
臨
時
的
、
応
急

的
に
健
康
診
断
を
市
が
実

施
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。

轟
懇
彗
醤
畢

健
康
被
害
対

策
は
検
討
す
る
。
た
だ

（火
災
事
故
と
そ
の
被
害

の
）
原
因
者
は
、
県
と
事

業
者
だ
。
し
た
が

っ
て
、

県
と
事
業
者
に
対
応
と
要

望
を
す
る
形
に
な
る
と
思

う
。

環
境
汚
染
対
策
に
つ
い
て

●

火
災
事
故
に
よ
る
空

気
汚
染
、
土
壌
汚
染
、
水

質
汚
染
が
健
康
に
及
ぼ
す

も
の
が
あ
る
か
ど
う
か
調

査
す
る
こ
と
が
必
要
だ
。

水
質
汚
染
で
言
え
ば
、
消

火
作
業
に
よ

っ
て
流
れ
出

た
真

っ
黒
な
水
は
山
田
川

に
流
れ
込
む
地
形
で
あ
り
、

下
流

の
下
山
田
、
稲
築
、

飯
塚
方
面
の
水
田
や
飲
料

水
に
影
響
は
な
い
の
か
。

汚
染
水
は
拡
散
を
防
止
す

る
た
め
、
新
た
に
貯
水
池

を

つ
く
る
か
、
あ
る
い
は
、

ド
ラ
ム
缶
に
貯
留
し
処
理

し
た
後
に
放
流
す
る
べ
き

で
は
な
い
の
か
。

鶴
曜
纏
餃
洟
醸
一

ダ
イ
オ

キ
シ
ン
は
、
環
境
基
準
を

オ
ー
バ
ー
し
て
い
る
が
た

だ
ち
に
健
康
被
害
を
与
え

る
も
の
で
は
な
い
。

消
火
作
業
に
よ

っ
て
流
れ

出
た
水
は
、
県
に
流
出
防

止
策
を
求
め
て
い
る
。

大
気
、
土
壌
、
河
川
水
、

地
下
水
の
調
査
結
果
を
検

証
し
た
い
。

牛

現
場
で
の
消
火
作
業

員
に
は
、
休
憩
場
所
を
提

供
す
べ
き
だ
。

熱
舗
醐
慟
醐
麟
覇
０

今
後
、

現
場
の
環
境
整
備
は
十
分

整
え
る
。

火災現場状況 (5月 29日 )流れ出た汚水

爛l窓□業務民営化でのトラブル
対応はどうする

選撃案件を引き継ぎ対応する

産
廃
場
火
災
と
い
う
緊
急

非
常
時
で
あ
り
、
執
行
部

に
配
慮
し
て
、　
一
括
質
問

一
括
回
答
を
願
う
。

質

①
民
間
委
託
の
効
果

額
は
ど
の
く
ら
い
か
。

②
足
立
区
の
業
務
委
託
は
、

な
ぜ
偽
装
請
負
か
。

③
茅
ケ
崎
市

の
業
務
委
託

は

ど

う

な

っ
た

。

④
請
負
業
者
と
職
員
を
仕

切
れ
る
の
か
。

③
諸
問
題
が
発
生
し
た
時

の
対
応
を
ど
う
す
る
か
。

⑥
熟
練
し
た
フ
ロ
ア
マ
ネ

ー
ジ
ャ
ー
の
配
置
が
必
要

で
は
な
い
か
。

⑦
決
裁
権
限
を
持

つ
独
立

行
政
法
人
方
式
に
す
れ
ば
、

市
の
職
員
は
必
要
な
く
最

後
は
市
長
の
み
に
な
る
。

曇
轟
籠
鯉
囲
蜃
儒

①
年
間

２
０
０
万
円
だ
。

②
労
働
局
は
、
受
話
社
員

が
区
職
員
に
判
断
を
仰

い

で
い
た
こ
と
が
、
事
実
上

の
指
揮
命
令
に
あ
た
る
と

判
断
し
た
。

③
茅

ヶ
崎
市
は
、
民
間
委

託

の
政
策
決
定
を
し
て
い

た
が
、
他
団
体

の
偽
装
請

負
問
題
が
生
じ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
見
直

し
を
し

て

い
る
。

④
現
状
は
独
立
し
た
ス
ペ

ー
ス
確
保
が
困
難
だ
。
窓

ロ
カ
ウ
ン
タ
ー
の
改
修
と
、

キ
ャ
ビ
ネ

ッ
ト
等
を
活
用

し
仕
切
り
を
考
え
て
い
る
。

⑤
ト
ラ
ブ

ル
は
、
受
託
会

社
で
対
応
し
て
も
ら
う
。

市
職
員
の
判
断
が
必
要
な

場
合
は
、
そ
の
案
件
を
引

き
継
ぎ
対
応
す
る
。

⑥
新
庁
舎
で
は
、
フ
ロ
ア

マ
ネ
ー
ジ

ャ
ー
の
配
置
を

検
討
し
た
い
。

硼
幽
慟
遡
轟

⑦
独
立
行
政

法
人
制
度
に
は
、
予
算
編

成

。
条
例
制
定

。
政
策
企

画
立
案
な
ど
は
対
象
外
で

あ
り
、
そ
う
は
な
ら
な
い
。

庁
舎
建
設
予
定
地
の
坑
内

予
想
と
岩
崎
断
層
の
説
明

経
済
産
業
局
の

「坑
内

実
測
図
」
と

「鉱
区
図
」

に
よ
れ
ば
、
旧
稲
築
高
校

跡
地
下
に
は
坑
道
が
な
い
。

理
由
は
、
岩
崎
断
層
に
よ

り
炭
層
が
ず
れ
落
ち
た
か

ら
と
推
測
す
る
。

結
論
　
庁
舎
建
設
予
定
地

は
、
岩
崎
断
層
上
で
あ
る
。

私
見
　
岩
崎
断
層
は
活
断

層
で
は
な
い
と
の
判
断
だ
。

し
か
し
、　
一
度
は
動

い
て

い
る
。
今
後
全
く
動
か
な

い
の
か
、
は
疑
問
だ
。

岩崎断層
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鑽I県の責任をどう考える

機「 原因者は、指導 。監督責任を

履行しなかつた県と事業者で

ある

一軍

　
５
月
２８
日
に
発
生
し

た
百
々
谷
中
間
処
理
産
廃

場
の
火
災
に
つ
い
て
、
管

理
監
督
権
を
持

っ
て
い
る

福
岡
県
の
責
任
を
ど
う
考

え
る
か
。

家
簡
締
長

，

あ
の
様
な
火

災
と
な

っ
た
原
因
者
は
、

指
導

・
監
督
責
任
を
履
行

し
な
か

っ
た
福
岡
県
と
事

業
者
で
あ
る
。
今
後
は
、

住
民
の
健
康
被
害

・
環
境

被
害
対
応
な
ど
に
つ
い
て
、

県
に
要
望
、
陳
情
、
要
請

等
を
講
じ
て
い
く
。

熊
ヶ
畑
地
区
の
不
法
投
棄

螺

　
そ
の
後
の
進
展
は
ど

う
な

っ
て
い
る
の
か
。

瓢
盤
搬
硼
魯
謝
働
麟
踊

県
よ

り
、
３
月
１０
日
現
地
６
箇

所
の
溶
出
検
査
結
果
は
、

２
箇
所
で
鉛
が
検
出
さ
れ

た
。
フ
レ
コ
ン
バ
ツ
ク
の

溶
出
検
査
１
箇
所
で
は
カ

ド
ミ
ウ
ム
、
鉛
、
セ
レ
ン

を
検
出
し
た
。
い
ず
れ
も

微
量
で
埋
立
基
準
値
未
満

で
あ

っ
た
。
ま
た
、
４
月

に
６
箇
所
の
水
質
検
査
を

行
い
、
全
て
環
境
基
準
に

適
合
し
て
い
た
と
の
報
告

を
受
け
て
い
る
。
今
後
も

引
き
続
き
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

を
県
に
強
く
要
請
し
て
い

き
た
い
。

個
人
宅
内
に
あ
る
廃
タ
イ

ヤ
は
、
６
月
中
に

一
時
移

動
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。

百
々
谷
最
終
処
分
場

攀

　
覆
土
を
踏
ま
え
た
地

元
住
民
と
の
協
議
は
進
ん

で
い
る
の
か
。

轟
響
曇
麟
露
卑

県
に
確
認

し
た
と
こ
ろ
、
現
時
点

で

は
協
議
は
進
ん
で
い
な
い

と
の
報
告
を
受
け
て
い
る
。

熊
ケ
畑
最
終
処
分
場

鐵

４
月
以
降
、
現
挫
エ

ち
入
り
調
査
し
た
の
か
。

盗
欅
菖
麟
極
冊

現
地
に
立

ち
入
り
調
査
等
を
予
定
し

て
い
た
が
、
火
災
発
生

の

た
め
、
ま
だ
実
施
し
て
い

な
い
。

構

何

か
新

た
な
情

報

は

な

い
の
か
。

総
盤
馘
闘
盤
雫

県
よ
り
、

３
月
２‐
日
に
報
告
書
が
届

き
、

２７
年
度

の
搬
入
量
は

１
万
２
９
８
１
ゴ
で
あ

っ

た
。
ま
た
、
日
報
等
は
請

求
中
で
あ
る
た
め
、
届
き

次
第
報
告
す
る
。

火災現場状況 (5月 28日 )

４

月

２６
日

臨
時
会

の
日
程
等
に

つ

い
て

６

月

２

日

３
月
定
例
会

の
日
程
等

に
つ
い
て

６

月

２３
日

定
例
会
最
終
日
の
日
程

等
に
つ
い
て

６

月

２０
日

庁
舎
建
設
に
関
す
る
進

捗
状
況
な
ど

３

月

２３
日

議

会

広

報

編

集

に

つ
い

て

４

月

１２
日

議

会

広

報

編

集

に

つ

い

て

４

月

１７
日

議

会

広

報

編

集

に

つ

い

て

４

月

２０
日

議

会

広

報

編

集

に

つ
い

て

５

月

２２
日

議
会
広
報
編
集
に
つ
い
て
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